
「山形県産業創造支援センター」自動販売機設置場所貸付に係る事業者募集要項 

（兼入札説明書） 

 

山形県では、「山形県産業創造支援センター」に自動販売機を設置する事業者を募集し、条件付一

般競争入札によって決定します。 

入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか仕様書等をよく読み、内容を承知した上で参加

してください。 

 

１ 入札参加資格要件 

次に掲げる要件をすべて満たす者に限り参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号に規定する者に該当し

ないこと。 

(2) 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納していないこと。 

(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること（加入する義務のない

者を除く。）。 

(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(5) 山形県財務規則（昭和 39 年３月県規則第９号）第 125 条第５項の競争入札参加資格者名簿

に登載されていること。 

(6) 次のいずれにも該当しないこと。（地方自治法施行令第 167 条の４第１項第３号に規定する

者に該当する者を除く。） 

イ 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的

あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。 

(8) ２の(2)の行政財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な

許可、認可、登録等を受けていること。 

 

２ 入札に付する事項等 

(1) 契約の形態 

自動販売機を設置するための建物の賃貸借 

(2) 貸付場所及び面積 



次の物件毎に入札に付す。 

貸し付ける行政財産 貸付期間 
自動販売機

の種類 
備考 

イ 山形市松栄一丁目３番８号  

山形県産業創造支援センター１階ロビー西側 

建物 自動販売機 1.08平方メートル 

（幅 1.2メートル、奥行 0.9メートル） 

     回収箱分 0.54平方メートル 

  （幅 0.9メートル、奥行 0.6メートル） 

令和８年４

月１日から

令和 13年３

月 31日まで 

清涼飲料水 高さ 

1.85 

メートル 

以下 

ロ 山形市松栄一丁目３番８号 

  山形県産業創造支援センター２階ロビー西側 

  建物 自動販売機 1.08平方メートル 

（幅 1.2メートル、奥行 0.9メートル） 

     回収箱分 0.54平方メートル 

  （幅 0.9メートル、奥行 0.6メートル） 

令和８年４

月１日から

令和 13年３

月 31日まで 

清涼飲料水 高さ 

1.85 

メートル 

以下 

 

※１ 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板分を含む。 

※２ 自動販売機は、物件毎に１台設置するものとする。 

※３ 貸付期間の更新はしない。 

(3) 貸付条件等 

別添仕様書（別添１）による。 

(4) 参考データ（山形県産業創造支援センターの概要 令和８年２月現在） 

ア 開館時間   午前９時から午後５時まで 

イ 休 館 日  ・日曜日及び土曜日 

        ・国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

        ・12月 29日から翌年の１月３日までの日 

ウ 来庁者数   調査していない 

エ 勤務者数   入居企業の勤務者数は約 70名 

オ 年間販売本数 物件イ 2,458本（令和６年度実績（令和６年４月～令和７年３月分）） 

           物件イ 1,357本（令和７年度実績（令和７年４月～令和７年 12月分）） 

           物件ロ 3,011本（令和６年度実績（令和６年４月～令和７年３月分）） 

           物件ロ  762本（令和７年度実績（令和７年４月～令和７年 12月分）） 

 

３ 入札参加資格及び自動販売機仕様書の審査等 

  入札に参加を希望する者は、入札執行者に対して入札参加資格確認申請書（様式３別添２－１）

及び行政財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書

（以下「自動販売機仕様書」という。）を提出し、個別の入札の参加資格を有することを証明しな

ければならない。 

  なお、資格者名簿に登載された場合でも、上記１の入札参加資格要件に満たないときは、入札

に参加することができないので、十分に確認すること。 



(1) 提出期間 

令和８年２月 10日（火）から令和８年２月 25日（水）までの日（山形県の休日を定める

条例第 1条に規定する休日を除く。）の午前８時 30分から午後５時 15分までの間（ただし、

正午から午後 1時までの間を除く） 

 (2) 提出場所 

山形県山形市松波二丁目８番１号 

山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室 

電話：023-630-3421 

(3) 提出書類（提出各 1部） 

 提出書類 法人 個人 

① 競争入札参加資格審査結果通知の写し ○ ○ 

② 県内事業所一覧表（別記様式第 4号）の写し ○ ○ 

③ 

設置する自動販売機仕様書（最大電力、定格電力、寸法、付

属品、計量器を付けるものにあっては計量器の仕様、回収ボック

スの仕様・寸法等が明記されたもの） 

○ ○ 

④ 
食品衛生責任者の資格を示すもの（資格が必要な販売品

を入れる場合） 
○ ○ 

※ ②については、県内に本店以外の事業所等を有する場合に、競争入札参加資格審 

査申請書の添付書類の写しを提出すること。 

④については、食品衛生責任者の資格を要する場合のみ提出すること。 

(4) 提出方法 

 提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参することとし、郵送、電話、ファッ

クス、インターネットによる受付は行なわない。 

 (5) 自動販売機仕様書の審査 

   自動販売機仕様書の審査については、当該仕様書が入札公告で示した仕様書に基づき作成さ

れ、かつ、その内容が公告で示した各項目の性能等の条件を満たしているかどうかを判断する

ものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。 

 

４ 質問書及び回答について 

(1) 受付期間 

 令和８年２月 10日（火）から令和８年２月 25日（水）までの日（山形県の休日を定める条

例第 1 条に規定する休日を除く。）の午前８時 30 分から午後５時 15 分までの間（ただし、正

午から午後 1時までの間を除く。） 

(2) 提出方法 

質問書（別添３）を持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出すること。なお、郵送による場

合は、上記期日までに契約担当部局に到達しなければならない。 

(3) 質問者への回答 

質問者に対し文書により、質問書を受け付けた日の翌日から起算して３日目まで郵送又は電

子メール等で個別に回答書（別添４）により回答する。 



また、すべての質問事項及び回答をまとめ、令和８年３月５日（木）（入札日の３日前）まで

に県のホームページに掲載する。 

 

５ 入札参加資格審査結果の通知 

上記３(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和８年３月４日（水）までに、申

請者あて入札参加資格確認通知書（別添５）により通知する。 

また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消すこと

がある。 

 

６ 入札及び開札の日時及び場所 

(1) 日時 

令和８年３月 10日（火）（入札開始時間は下記のとおり） 

物件 入札開始時間 

イ 午後１時 30分 

ロ 午後２時 00分 

(2) 場所 

山形県山形市松波二丁目８番１号 

山形県庁舎２階 入札室 

 

７ 入札方法 

(1) 入札は、物件毎に行う。 

(2) 入札書に記載する金額 

入札書（別添６）に記載する金額は、消費税相当額を含むものとし、貸付期間の総額とする。 

(3) 代理人による入札 

代理人により入札する場合は、委任状（別添７）を提出しなければならない。 

(4) 再度の入札 

① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 

② 再度の入札は２回までとする。 

③ 再度の入札を２回行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 

(5) その他 

① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできな

い。 

② 入札を公平に執行することができないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執

行を延期し、又は取りやめることがある。 

  ③ 郵送による入札は、認めない。 

 

８ 入札保証金 

入札保証金は、免除する。 

 

９ 無効な入札等 



(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 入札公告に示した入札参加資格のない者（入札参加資格があることを確認された者で、開

札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。）のした入札 

② 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

③ 委任状を持参しない代理人のした入札 

④ 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため

連合したと認められる入札 

⑤ 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

⑥ 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂

正した入札書を契約担当者に提出した入札 

⑦ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

10 再度入札 

県が定める予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 

 

11 落札者の決定方法 

(1) 県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

(2) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札

事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

(3) 落札決定の時までに、入札参加資格を満たさないこととなった場合は、落札決定を取り消し、

次順位の者を落札者とする。 

 

12 落札者決定通知 

落札者が決定された場合は、直ちに口頭で落札者に通知する。 

 

13 借地借家法に基づく文書による説明 

建物の貸付に係る契約を締結しようとする場合は、契約の前に「定期建物賃貸借契約について

の説明」（別添８）により、借地借家法第 38条の規定に基づく更新がない旨の説明を行い、説明

を受けたことを証するため記名押印のうえ互いに１部を保有する。 

 

14 契約保証金 

(1) 落札者は、契約保証金（契約金額の 100 分の 10 に相当する額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り上げた金額））について、令和８年３月 27日（金）までに、

県が発行する納入通知書により県指定金融機関等において納付しなければならない。 

(2) 山形県財務規則第 135条に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 

(3) 落札者が契約金額を支払わないときは、契約保証金は返還しないものとする。 

 

15 契約 

(1) 別添契約書（別添９-１-２）のとおりとする。 



(2) 落札者は令和８年４月１日（水）までに、契約書に記名押印のうえ３の(2)の場所に提出す

る。 

(3) 契約書は１物件毎に作成する。 

(4) 落札者が契約を締結しない場合（上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。）

には、当該落札は効力を失う。 

(5) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(6) 契約に要する一切の経費等については、落札者の負担とする。 

 

16 その他 

(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令、山形

県財務規則の定めるところによる。 

(2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 

 

17 問い合わせ先 

郵便番号 990-8570 

山形県山形市松波二丁目８番１号 

山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室 

TEL：023-630-3421 

FAX：023-630-2128 


